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旅
行
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
九
号
）
（
附
則
第
二
十
五
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
登
録
の
拒
否
）

（
登
録
の
拒
否
）

第
六
条

観
光
庁
長
官
は
、
登
録
の
申
請
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

第
六
条

（
同
上
）

合
に
は
、
そ
の
登
録
を
拒
否
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
同
上
）

二

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
又
は
こ
の
法
律
の
規
定
に
違
反
し
て
罰
金
の
刑

二

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
又
は
こ
の
法
律
の
規
定
に
違
反
し
て
罰
金
の
刑

こ

に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た

に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た

日
か
ら
五
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者

日
か
ら
五
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者

三

（
略
）

三

（
同
上
）

四

営
業
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
行
為
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者
で
そ
の
法
定

四

営
業
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
行
為
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者
で
そ
の
法
定

代
理
人
が
前
三
号
又
は
第
六
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

代
理
人
が
前
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

五
〜
九

（
略
）

五
〜
九

（
同
上
）

２

（
略
）

２

（
同
上
）



anta
長方形

anta
長方形

anta
長方形

anta
長方形

anta
長方形

anta
長方形
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